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朝鮮時代の郡・県における邑治の施設配置の規則性

一文献と絵図の比較分析を通して一

The common principle of facilities arrangement 
on the Eup-Chi of the Joseon dynasty period 

-By comparative analysis with documents and illustrated maps一

白孝珍へ菊地成朋＊＊

Hyojin BAEK and Shigetomo KIKUCHI 

百世spaper a町lSto clarifシonthe common p出icipleof facilities arrangeme凶 ofthe「Eup-Chi（邑治）」，wasse凶edby cen仕algovernment 

of the「Joseon（朝鮮）Jasan a也ninis仕ativecentぽ ofregional cities, by comparative analysis with documents and illustrated maps. All of 

them had adminis回 .tivebuildings, religious facilities, a school, and markets in common. These facilities were settled by「Feng-Shui（風水）J 

theory and other ideal at the same time considered whether it is profitable place for dwellings. At the白rst，官官Eup-Chihad to need obtaining 

water and agriculture fields and be surrounded by mountains and s仕切ms.Generally it was settled facing south, with the main-municipal 

building，「Dong-Heon（東軒）J , on the upper part of it’s space. Literary part was arranged on the eastern of it＇’s space while Martial p制

was on the western. Religious facilities we問紅rangedon the main-mountain ranges which had been on the northern of the Eup-Chi. And 

markets had been formed at the easy accessible place by itself. 

Keywords : Joseon Dynα~sty period, Eup-Chi, ~αcility αrrαngement, Feng-Shui theoγy 

朝鮮時代，邑治，施設配置，風水地理説

1. はじめに

1 . 1 研究の背景及び目的

韓国の地方都市の中心部を指す巴内注！）は朝鮮時代の「巴

治」を由来とする。邑治とは，朝鮮建国以降，全国を儒

教思想で統治するために，王の殿碑を安置した「客舎Jと，

地方行政を司るために中央（首都である漢陽にての行政

機関，以下中央）から派遣された守令注2）が執務にあたる

行政施設「東軒」等を配置した場所一帯を指す。この巴

治は，現代において地方都市の骨格となっていることか

ら，地方都市の成立機構を理解する上でも注目に値する。

そのため，これまでにも邑治の変容過程，空間構成原理，

施設の配置規則などの把握を目的とする研究が行われて

きた。しかし，その多くが定量的な調査に基づくものや，

朝鮮時代の遺構が残る城郭都市を事例とするものであっ

た。他方，最も数が多い地方の邑治については，戦後の

開発や地域の衰退により遺構が保存されず，研究が少な

い状況にある。本稿では，朝鮮時代都市の最小行政単位で

ある郡・県に位置した邑治を対象とし，邑誌などの文献注3)

と絵図制を用いて比較分析することで，巴治の空間構成

＊都市共生デザイン専攻博士後期課程
＊＊都市・建築学部門

および施設の配置規則を把握する。

1. 2 既往研究

1960年代，「旧邑Jの研究がはじまると， 1990年代末

「邑治」としづ用語が登場する。その後， 2000年代に入る

と都市計画，建築学，地理学の分野で研究が活発になる。

例えば，巴治における施設の配置規則を扱うものに，忠

清道を対象とした金起徳の研究！）～2）がある。また，巴治

の道路網や敷地形態を扱うものには李在換による慶尚北

道を対象とした研究めがある。近年では定量的研究よりも，

丙明海などの事例研究仏10）が多く行われている。その他，

社会学の分野で，邑治の社会構造と祭儀を扱う李財相の

研究ぺ『戸口総数（1789）』を用いて邑治がある行政区域

の住民の社会階層を明らかにする擢乃鉱の研究ぺ邑治に

おける地方権力層と守令との関係の把握を目的とした金

慶沫の研究 7）などがある。

2. 邑治の概念と背景

2. 1 邑治の概念

朝鮮時代の「邑」は，行政施設群が位置し，多くの人が

居住する都市を表した。一般的には「邑内」「郡内J「県

内Jなどと呼ばれる注ヘ絵図では「邑」「邑内」と表記さ
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れ，なかでも中心部は「邑治・邑基Jと表記される（図 1）。

また，城郭がある場合は「邑城J「府城」と表記されるこ

ともあり，城内に「邑j 「巴治」「巴城」と表記すること

で城郭の内と外の空聞が明確に区分されている。

なお，「県治」と「邑Jを同時に表記した事例（漣川県）

や「治城（瑞山郡）Jなどの表記から，「治Jは基本的に

は行政施設群を表すといえる。

「邑治j という用語は『文宗貫録第 10券』で最初に登

場したと言われており，その内容からは，都市を巴，行

政施設群を邑治と表したと考えられる制。しかし，「邑治j

を施設群の意味で用いる研究者は轟博志 9）など僅かであ

る。多くの研究者は周辺の国家主導施設（国が建設を主

導した施設）までを含む広範な空間として認識している。

その理由としては，城内にも民家があること，城郭がな

い場合，中心部が不確定なこと，行政施設群から離れた

国家主導施設までを含む空間を表す名称が特にないこと

があげられる。

研究者による「邑治」は次のように定義される。中央

により設置された施設の機能から「行政・教育・経済の

中心部」であり，官員（守令以下の役人，以下官員）ら

が居住した地域注ぺ行政施設がある集落として都市的機

能を持ち，市場が聞かれた商業地・情報集積地ぺ大地

主と商人？官員の居住により非生産的・消費的・行政的

機能を持つ場所注目）とされる。

なお，本稿では行政施設群を「治所j とし，城，また

は山と川に固まれた近隣の集落及び国家主導施設一帯を

「邑治」とする。また，邑治は城郭の有無によって「有城

邑治」と「無城邑治」とに区分する。

2.2 邑治形成の背景

朝鮮建国にともない，それ以前の行政体系を改編する
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図1 絵図での邑治の表記
（ソウノレ大学校杢章閣韓国学研究院所蔵

の各郡・県絵図の部分）

図2 有城・無城邑治の分布
大東奥地図 1861,0有城・無城

（参考文献 8)pp.48より修正）

ため，郡県制の整備を通して行政区分の再編が実施され

た。全国の各行政区にそれぞれ「巴Jが指定され，客舎

や東軒などの治所が設置された。そこへ中央から守令を

派遣することで，地域の統治と中央集権を進めた。こう

して「邑治」は形成された。この邑治を城郭と共に築造

する場合は，高麗時代の城と区別するために「邑城」と

いう用語で邑誌に記録されたぺ邑治は国家主導で行政

に有利な構成に造成され注ぺその形態は 1420年代中盤

から全国的に首都である漢陽の姿を模倣する傾向が強く

なったといわれる注ぺ各邑誌の沿革からは，邑治の立地

には朝鮮時代以前より集落が形成されていた場合が多く，

絵図では「旧邑」「古邑」「新邑」などと表記されること

からも，既存の集落内に理想的な邑治を目指じて各種施

設が順次整備されていったと考えられる。 1420年には『守

令告訴禁止法』と共に守令の任期を 30ヶ月から 60ヶ月

に延長することで守令の権利を保障し注川中央統治体制を

強化していった。

3. 郡 E 県巴治の現状

3. 1 朝鮮時代の郡・県巴治

表 l注ωに示したように各史料によって邑の総数には違

いが見られるが，全国府・牧・郡・県で約 330ヶ所あり，

史料の作成年ごとに並べると無城邑治が減り，有城邑治

が増加することがわかる。全国の邑治の分布を示す図 2

を見ると，邑治は広い平野が確保された西南部（現在忠

清道及び全羅道）に集中しており，沿岸部に有城邑治，

内陸部に無城邑治が分布する傾向がある。朝鮮時代前期

の辺境地では，政策的に城郭外の集落拡大が防止されたヘ

また，防衛を目的に城郭を新築した場合は，治所を城内

に移建することがあった。

1485年に頒布された『経園大典』によると，郡守が

派遣された郡が 82ヶ所，県令・県監が派遣された県が

175ヶ所であり，計 257ヶ所の郡県があった。 1865年に

編纂された『大典曾通』によると，郡 77ヶ所，県 148ケ

所で計 225ヶ所の郡・県があった。 1895年には 23府制

により府・牧・郡・県を郡に統ーしたことで， 23府 337

郡に再編された。現在の地方の行政区の境界は 1895年の

行政区分から大幅な変更はないといわれる注目）。

1895年に統合される以前の郡と県は人口と民家数や農

作物の収穫量によって区分され，数の大きい方が郡とさ

れた。しかし，行政単位としては上下の関係で、はなかった。

同一の地域であっても絵図の描かれた時代によって郡と

県の表記が異なる場合があり，人口等が変化することで

表 1 朝鮮時代の邑の数

史料
世宗賞録 新東国輿地 輿地聞書 大東輿地図 増補文献備考

地理志（1454) 勝賢（1531) (1757～1765) (1861) (1903～1908) 

無城邑治 239 206 227 202 196 

有城邑治 96 124 107 129 147 

言十 335 330 334 329 343 
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行政単位の変更もあったと考えられる。本稿で対象とす

る郡と県は， 1895年の統合以前の行政区分を基準とする

とともに，両者を区別しない。現在，ソウル大学校杢章

閣韓国学研究院にて絵図が 1枚以上所蔵されている郡・

県（北朝鮮除く）は，約 181ヶ所であり， うち約 51ヶ所

（約包括）が有城巴治と推定できる。

3.2 文化財の現状

2015年現在，韓国では， 64ヶ所の府・牧・郡・県が邑

治を文化財（国家史跡・市道記念物・市道文化財資料）

として保存している。 42ヶ所の文化財のうち，城郭やそ

の一部，もしくは跡地のみが保存される文化財を除くと，

文化財のある郡・県は 32ヶ所となる（表 2）。そのうち

18ヶ所が無城邑治である。 14ヶ所の有城邑治は「邑城」

とし、う名称で文化財に指定されている。

治所が形成する空間全体が保存された事例はなく，一

部施設（主に客舎・東軒）の保存に限られている。城郭

の場合も，都市の成長により崩れ，一部が残る状況である。

建物については， 日本統治時代に放置・移築もしくは転

用により残り，修復されたものが多い。なお， 10.築安

邑城や 32.海美巴城などは， 1980年代以前より復原事業

を通して観光地化された有城邑治である。 2002年に、清川｜

牧邑治（有城）の復原が始まるなど，近年は自治体によ

る邑治の発掘調査及び復原事業が進められている。郡・

県以外の特別な施設としては尚州牧の郷庁と済州牧の訓

表2 2015年文化財がある郡・県
（城郭・城郭一部としての門・跡地除外，文化財庁記録資料から整理）

郡県名 文化財施設
（［］邑城） 客舎 東車干 内街 郷（房）庁 刑（房）庁 作庁 庫房 将（房）庁 冊房 正門

1. ［茂長］ 。。 。
2. 鴻山 。。 。。
3. 金堤 。。
4. 巨済 。 。
5. ［保寧］ 。
6. ［瑞山］ 。。 。
7. 毛菱山 。。 。 。
8. ［南浦］ 。 。
9. 鎮海 。
10. ［梁安］ 。。
11. ［輿陽］ 。
12. ［機張］ 。
13. ［清道］ 。
14. ［結城］ 。 。 。
15. 温陽 。 。
16. 泰仁 。
17. ［輿徳］ 。
18. 晴山 。
19. 扶絵 。。。
20. 報恩 。
21. 懐仁 。 。
22. 石城 。
23. 椀山 。
24. ［大興］ 。
25. 宣城 。
26. 1享昌 。
27. 彰城 。
28. 安城 。
29. ［善山］ 。
30. ［昌寧］ 。
31. 連山 。
32. ［海美］ 。

練庁が残る。

4. 邑治の主要施設と機能注凶

邑治に設置された施設は，その機能から表 3のように

行政・祭儀・教育・経済施設に区分できる。

(1）行政施設

行政施設としてはまず，王権を表す象徴的な建物であ

る「客舎Jと，行政施設の核となる「東軒j がある。①

客舎は王の殿牌が安置される。守令は朔望注ωにここで向

望関奔注ωを行い，中央から訪問する観察使の宿舎・宴会

場所として使用されたという。観察使が邑に着くと，ま

ず客舎を訪れており注17），これが邑治内の道路形成に影響

を与えたと考えられる。②東軒は守令が執務にあたる施

設であり，外東軒とも呼ばれる。守令の家族の住居とし

て東軒の奥には内東軒と呼ばれる③内街がある。東軒と

内街に隣接して④冊房があり，守令の秘書の執務室とし

て文書が保管される外冊房と，守令の子供の勉強部屋で

ある内冊房がある。高麗時代の地方自治機関であった⑤

郷庁では，朝鮮前期までは地方において権力を持った階

層が，守令を監視しながら住民の訓育を行った。後期に

は東軒の付属機能に変化し，邑の財政を担当する施設に
なった注目）。

地方行政の体制は史房・戸房・礼房・兵房・刑房・工

房の 6房から構成され，これらの中人階層の官員が⑥作

庁で執務を行い，下位の官員らは作庁の付属施設で勤務

した。史房は総務を担うとともに人事権を持ち，守令を

含む官員の監察・報告を行った。戸房は主に⑦県司にて

人口に関わる死亡・出産・人口移動や，火事・農作現状・

雨量・穀物の時価などを報告した。ネL房は郷校・書院・

桐宇などの教育施設に関する業務・祭杷・国試の受験者

の管理を，兵房は③将庁にて軍の税金の徴収・徴兵・軍

人管理・獣の捕獲を，刑房は⑨刑房庁にて治安・⑬獄施

設管理・犯罪の調査を 工房は道路・橋・施設を管理を

担当した。なお，守令の命令を伝達・執行する使令庁，

官の奴縛が泊まる官奴庁，官員の食事を担当する官庁，

軍器管理・製造をするの軍器庫などがあった。

(2）祭儀施設

祭儀施設には，郷校・社稜壇・属壇・城陸壇がある。

⑪郷校は学校であるとともに，孔子と先賢を安置する文

廟を配置して儒教の祭儀を行い，守令の向望闘奔の準備・

管理を行う施設である。⑫社稜壇では，土地と穀物の神

を把り，農事時期により年 3回の祭事，また祈雨祭など

を行った。⑬属壇では，年 3回の定期祭を，地域によっ

ては戦争や疫病に対する数回の祭事を行った。⑭城F皇壇

は礼典である『国朝五種儀（1474年）』により城陸・山川I• 
風雲・雷雨などの壇を城陣壇に統合させ，巴の守神を杷つ
た注19）。

(3）教育施設
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教育施設としては，民間の書院・書党などもあるが，

国家主導で造られたのは郷校だけである。祭儀施設にも

なった郷校は，儒教思想を伝えるために設置された施設

であり，社会教化・祭享教育を担当した。奴輝と田畑を

持ち，生徒には宿泊と食事を提供した。郷校は朝鮮時代

以前にも存在したが，朝鮮建国と同時にその運営が守令の

評価基準になると，ひとつの邑につき 1校が設置され注20),

邑治の主要施設の 1つとなったと考えられる。

(4）経済施設

経済に関わる施設には邑倉と市場がある。⑬邑倉は邑

治に，各面には社倉が設けられ，主に米が保管された。

邑倉は各邑の財政の拠点であり朝鮮前期に活発に建設さ

れた。その役割は中央に送る税金・物資の保管・運送，

貧しい住民への穀物の配給（有・無償貸出），軍用米の

保管，穀物・野菜の種の保管で、あったとされる注へ

市場は朝鮮時代以前にも存在したが，邑治での定期市

は朝鮮前期から自然に発達したとされており，中央によっ

て設置された施設で、はなかった注22）。絵図での市場の表記

は，邑治にある場合は「邑場J，漢陽に繋がる大路沿いに

ある場合は「店注却J，水路の近隣にある場合は「浦」など，

位置する場所によって異なる名称で登場する。⑬邑場は

邑の中心的な場市として物々交換の場となった。各場市

は5日市として聞かれるが， 日程が異なったため各場市

を巡る裸商があった。しかし，中央は農民を耕作に集中

させるために場市を禁止したが 17世紀からは税金の徴

収をはじめ，場市を設置するようになり，次第に定期市

へと発達したとされる注24）。 18世紀始めには，邑治の都市

機能を維持させるために，中央は邑治の場市を政策的に

設置した注へ

5. 邑治空間構成の配置規則

5. 1 立地条件

(1)立地条件

表3 邑治施設の機能

施設 機能

①客舎 観王察の使殿の牌宿安舎置， 

②東軒 守令の執務所

③内街 守令家族の生活場所

④冊房 守守令令のの秘子書供のの執勉務学所室， 
イ’丁ー

⑤郷庁 守令観察，地方民教化政
＠作庁 総合行政（6房）

⑦県司 戸口・農作現状報告

＠将庁 軍将校の執務所

⑨刑庁 罪人管理

⑩獄 罪人監禁

祭 ⑪郷校 文廟，国立学校
4義 ⑫社稜壇 土地・穀物の神の祭壇

教 ⑬属壇 属魂の祭壇

育 ⑭城陸壇 村の守神の祭壇

経 ⑬巴倉 穀物の保管

済 ⑮邑場 品物交換・交流

図3 風水地理に当たる立地例，
石城県， 1872年地方地図

（ソウル大学校杢章閣韓国学研究院所蔵，

活字は筆者による）

集落の多くは自然発生的に形成されたものである。そ

れらも朝鮮時代に入ると邑として指定されたが，風水地

理説に基づく理想的な都市へと再編することは困難で

あった。それでも，邑治は集落のなかで風水地理説上もっ

とも適した場所に築かれたとされる注26）。その立地条件を

記した史料はないが，『世宗賓録』と『燕山君日記』を分

析した樺乃鉱によれば，立地には次の点が影響を与えた。

それは，邑の中心に位置する場所（象徴性と統治上），山

に固まれた防衛に適した場所水の充実と居住に適した

場所，住居の周辺に農業に適した肥沃な土地がある場所，

自然災害が少なく風水地理説の条件に適した場所で、あっ

た注2九沈正輔によれば，有城邑治の立地には，交通の便

利な場所，集落が形成され多くの人びとが居住している

場所，城壁として使用できる石材が確保できる場所が考

慮された注28）。このように巴治の立地は，風水地理説を考

慮しながらも，生活に適した場所が選ばれたといえる。

(2）風水地理説による形局

風水地理説には「臓風得水J という基本となる条件が

あり，山と川の形によって巴治の向きが決定されたと考

えられる。図 3の石城県の絵図は，風水地理説に最も適

した形局を示す事例である。

「蔵風Jは，風を留めるように邑治を山が囲む形に表れ

る。冬の北風を防ぐために北部には「主I-Lrj と呼ばれる

背山を置く。主山の背後にはより大きな山があり，これ

を「鎮山J と呼ぶ。鎮山は各郡・県の邑誌に記録されて

おり，絵図でも大きく表現される。主山は風を防ぐ機能

性が，鎮山は象徴性が求められたと考えられる。鎮山か

ら左の山脈を「左青竜（東）J，右の山脈を「右白虎（西）」

と呼ぶ。これは邑の守神となり，絵図では主に祭儀施設

が位置する。主山の向かい側には風を留めるために「案山j

が位置することで，「蔵風」が完成する。このように北風

に対して主山を置くため邑治は南向となるが，風水条件

が合わない場合は向きよりも地形を優先したと考えられ

る。なお，全国の鎮山が記録される『新東園輿地勝覧 (1531

年）』を分析した在元碩によれば，鎮山が表記された 267

巴の 53弘が北部に鎮山を置くことから，南向き巴治が多

かったとされる注29）。また，李在；換と金曾正は，朝鮮時代

は「天子北坐南向」という南向尊重思想により邑治が南

向で、あったとしている注則。

次に，「得水」条件について，朝鮮時代の地理書である

『揮里志（李重燥， 1751年）』では氾濫の危険を避け，良

質の水が得られる支線の河川や小川が理想とされる。従っ

て山から邑を囲み流れ，本流に合流する形がよく，邑治

の向かいに川があり，水を臨むこと（「臨水」）が条件と

なる。水は鎮山から流れる気を留める役割がある注3九寵

元碩によれば，得水条件は，邑治の全面もしくは横に流

れる河川，邑治を囲む河川，邑治の両脇から流れ合流点

である「水口」を形成する河川｜が良いとする 26）。
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以上より，居住に適した立地条件から巴治の場所を選

ぶとともに，風水地理説に基づく山と川の形局を考慮す

ることで巴治の向きが決められたと考えられる。

5. 2 主要施設の配置規則

邑治の場所と向きが決定すると，国家主導施設の位置

と配置が決まる。全ての施設が同時期に建てられたわけ

ではない。また，各施設の位置と構成は，風水地理説及

び各邑治の地理条件より影響を受ける。しかし，そこに

は共通の理念や規則が存在したと考えられる。

まず，中国と韓国の官制の基準となった『周種注叫』に

は「左廟右社・前朝後市」としづ古代中国の都城原理が

記されており，これに従い漢陽が造られた。地方におい

ても，漢陽を基準に邑治が造られた。この規則に従えば，

右（西）に社稜壇，左（東）に文廟（郷校），前には行

政施設，後には市場が配置される。これに対して，金起

徳は漢陽の廟に当たるものが宗廟（王の殿牌安置）であ

るため，地方の邑治での廟は客舎であると主張しているに

しかし，客舎を廟とすれば，邑治の中心施設が東軒とな

る。東軒という名称が客舎の東側にあることを由来とし，

絵図では客舎が主に西側に位置することから，客舎が左

廟に該当しないことがある。従って本稿では地方の邑治

の廟は郷校を指すと考える。また，金起得、は，地方の場

市は邑治造成以降に成長し，背山原理による山が後ろに

あるため，後市とはならず，実際中国でも守られなかっ
たとする注お）。

(1）行政施設

表4は施設の配置規則及びその規則に当てはまる絵図

の例である（該当の施設だけ絵図に番号表記）。①客舎

は東軒と共に上位の施設として邑治内でも上部を占める

が，事例により多様であり，研究者によっても上位とす

る施設が異なる注お）。客舎は基本的に，（紅門）－外三門－

内三門－客舎を軸として空間を形成し，客舎建物は正庁

と両側の左・右翼軒が繋がる構造である。紅門は書院・

表 4 邑治施設の空間配置規則とその例

郷校・斎室などの神聖な場所に象徴的に建てたもので，

施設の進入路にあったが，客舎だけよりは治所の入口に

描かれた絵図がよく見られる。

金起得、と萎仁愛によれば邑治の向きと関係なく客舎は

南向を守り注36）＇東軒の左右に配置されたとする注ぺなお，

柳泳秀は客舎の近隣に軍関連施設が置かれたとする注38）。

②東軒は外三門－内三門－東軒を軸として空間を形成

する。東軒は行政の最高権威を持つため，巴治の中心部

となり，主山を背山として邑治の上部で邑治の同じ向き

となる。内三門内は東軒と守令を直接補佐する機関，外

三門内は守門や罪人護送をする使令庁・刑庁など，外三

円の外は実務をする 6房機関が位置したとする注39）。

③内街は東軒の空間と隣接し，治所の最奥部に位置する。

内街の平面図から一般的な両班の住宅と特別な差がなく，

サランチェ・プオク・へンランなどがあったとする注40）。佳

元碩は，内街は生活空間であったため，東軒と共に，客

舎よりは風水的に最適な場所に置かれたとする出九しか

し，東軒は行政の中心という象徴性も持つので優先的に

配置され，内街は東軒に従ったと考えられる。

④冊房はその機能により，東軒と内街の空間内に配置

されると考えられる。小規模な施設なので絵図では描か

れないことが多いが，し、くつかの絵図では確認できる。

⑤郷庁は朝鮮時代前期までは地方権力として東軒と同

地位を持ったため客舎・東軒と共に中心施設となり，東

軒と並列もしくはすぐ下に位置したとされる出ヘ

⑥作庁は主に東軒の外三円の外の左右もしくは前面に

位置したとされる注伺）。丙明海は東軒を中心に文官は左

（東），武官は右（西）に配置されたとする注叫）。従って，

⑦将庁や⑧刑庁は主に西側に配置されたと考えられる。

⑨獄は，施設を外壁で丸く囲み，内部では男女と重罪

人を区別して収容し，外門と管理所が付属していた注必）。

なお，絵図からも円型と表現されており，治所の周辺の

東軒とは離れた場所に位置する傾向があった。

絵図・写真例注目）

壇一

同
又
一
舎
一
軒
一
街
＝
塁
庁
一
庁
一
庁
一
庁
一
校
一
稜
一
壇
一
倉
一
場
一
路

臨
一
客
一
東
一
内
一
冊
一
郷
一
作
一
将
一
刑
一
獄
一
郷
一
社
一
腐
一
邑
一
邑
一
道

主
一
①
一
②
一
③
一
④
一
⑤
一
⑤
一
⑦
一
③
一
⑨
一
⑮
一
⑪
一
⑫
一
⑬
一
⑭
一
⑬

行

政

祭

儀

・

教

宣

経

済

一

配置規則性（前面からの左右に整理）

左上部位置，南向き，紅門ー外三門一内三門一
客舎の構成，軍事関連施設近隣

中央上部位置（背山前），外三円内三門東
軒の構成

東軒近隣，最奥位置

東軒・内街空間位置

東軒と配列・すぐ下部位置

外三門の左右・前位置

左側

左側

円形，邑治の縁側

右側山脈，邑治外の独立の空間

左側山脈，西側

北側山脈

交通要地

交通要地，客舎前，治所正門前，巴倉近隣

十字路・ T字路・ Y字路 軍威県（←北）T字路燕岐県（↑北）十字路
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(2）祭儀・教育施設

李樹健は，朝鮮初期には自然信仰が禁止され， 1廟（郷

校）・ 1洞（社稜洞）・ 2壇（属壇・城陸壇）が全国で実

施されたとする注46）。風水地理説と関連して山脈の形に儒

教的思考が反映され，⑮郷校（文廟）が左青竜の山脈，

⑬社稜壇が右白虎の山脈，⑫属壇は鎮山から主山に分か

れる山脈に位置したとされるへ金起徳は『増補文献備考』

から，主に属壇は北側の 5里以内，社稜壇は西側に位置し，

城陸壇は特に基準がなかったとする注4九

教育施設としての郷校は 1邑1校の体制で建てられた

とされる注48）。都龍美・李在憲は『東国輿地勝覧』を通し

て治所から 2里以内に郷校が位置する邑が 70出であった

ことを明らかにした 29）。金起徳によれば，郷校は教育環

境のために，治所北部の独立した風水的に最適な場所に

位置し，平地での郷校は「前学後廟Jの構成であったと

される九

(3）経済施設と道路網

李憲示Eは，『備漫司謄録』に⑬邑倉を移動させると穀物

の配給が出来ず，住民の居住地が分散する恐れがあると

記されていることから，邑倉には住民を集める効果があっ

たとする注49）。この機能から邑倉は交通の要所や，人びと

が集まる広い場所，住民に便利な場所に配置されたと考

えられる。轟博志は，邑倉の経済的立地条件から⑭邑場

がその近くに自然と形成されたとする注へまた，金起徳、

は客舎が道路の要所にあったため，客舎の前や治所正門の

前に邑場が位置したとする自にこの他，場市について，菱

仁愛が排水の関係で川辺に立地する傾向があったとし注ペ

李憲和大低治所辺 10里以内に場市が立ったとするへ

⑬道路について，有城邑治では一般的に 4門の構造か

ら十字路が形成されるが，無城邑治の場合は背山により

巴治の進入路と邑治内の東西を連結する道路によって T

字路が形成されたと考えられる。ただし，有城巴治でも

絵図では治所が上部に配置される傾向があったため，上

部の治所を避けるように曲がる道路の形も見られる。城

郭内に十字路が明確に表現されたのは郡・県よりは府・

牧の大都市の方である。また，無城巴治では主に主山を

避けるように曲がる道が絵図で表現され，道路よりも山

の形局を優先したと考えられる。風水地理説で、は道路が

十字路になると「井J型になり，不吉とされたため T字

路になったとする見解と，漢陽では王室の防衛のために

T字路を造ったという見解とがある注53）。地方の邑治には

背山とその前方に治所が配置される規則性があるため，

邑治の入り口でT字路が造成され，上部に位置する治所

の象徴性を高めたと考えられる。

6. おわりに

本研究は絵図と文献の比較分析を通して地方邑治での

施設の配置規則を検討した。

朝鮮時代は，居住に適した場所を優先して全国に邑を

指定し，風水地理説に合う場所に行政施設を配置した。

この治所があった集落の一帯を邑治と呼び，邑治を囲む

鎮山の左青竜・右白虎には 1廟・ 1洞・ 2壇の祭儀施設を

配置して，邑を守護すると共に儒教的象徴性を高めた。

「天子北坐南向」の思想、と季節風の影響で治所が南向の

傾向になり，上位施設の東軒と王の象徴的建物である客

舎が中央の上部を占めるようになった。施設は多くの場

合，「左廟右社」「文左武右Jの思想、の中で邑の事情に合

わせて配置された。邑倉は交通の便利な場所，市場は人

びとが集まりやすい場所にでき，主に道や川の結節点，

治所前方などの広場が利用された。この施設配置により

邑治内は施設を繋ぐ道が自然と形成され，邑治の入り口

ではT字路が造成され象徴性も持ってたと考えられる。

本研究での規則性は絵図と文献に基づく。そのため，

今後は事例研究を通して邑治の実空間から施設配置の規

則性を把握することを課題とする。

注
注 1）邑内は商店街が集中している地方都市の中心部の通称である。地

方自治法第 7条により「市（人口 5万以上）」と「邑（人口 2万以上）」

は都市形態を揃った地域を指定し，市・邑と対応される地域が「郡

（人口 5万以下）・面（人口 2万以下）」となる。商店街と呼べる地

域がない郡・面は，郡内・面内との呼び方はほとんどなく，現在の

行政単位が面であっても朝鮮時代に「邑治j があった面の中心部は

今までも住民により邑内と呼ばれている。

注 2）守令は郡に派遣される郡守，県に派遣される県令の通称であり，郡・

県においては最上位役員である。

注 3）文献としては主に研究論文を用いて，そのなかに登場する『朝鮮

王族貫録』及び各郡・県の巴誌などを検討した。

注 4）ソウル大学校套章閣韓国学研究院所蔵の各郡・県の邑誌の絵図，

1677年の地乗， 1750年代初の海東地図， 1789～1795年頃の奥地図，

1800年前半の贋輿図， 1872年の地方地図を用いた。

注 5）参考文献 1)pp. 27. 

注 6）参考文献8) pp. 24. 『成宗賓録』 1451年 11月 27日の 6日の記事

を検討すると「…仇以雨豚中央，耽津古豚山城矯邑治，其後以山城

窄狭，監司惇報子朝，移邑子道康之松渓里。…伺牒治子山城，至

十鈴年央。…欲於大路中央之地，笠蓋邑注，白子牒監，韓報監司，

啓聞得請。一且以地理之設，其吉凶困難知也。耽津南距海遺東串

六十二里，西距西串五十三里。雨串居民，三百三十戸。於耽津筆盛

設a，甚合沿遺置成之意。…請移邑治子耽津，築城備選，以矯永久

之計。」のように城郭を含む施設の場所を邑治として，「築城設邑（城

築して邑を設置）」から邑を空間的・抽象的概念を表していると考

えられる。なお，邑治移設の際，風水地理説と空間的中心部を考慮

したことが分かる。

注 7）参考文献 6)pp. 347. 

注 8）参考文献 11)pp. 33. 

注 9）参考文献 10)pp. 140. 

注 10）参考文献 13)pp. 64. 

注 11）参考文献 14)pp. 32. 

注 12）参考文献 l)pp.30,6)pp.350,8)pp.48, 15)pp.30, 16)pp.287及び韓

国学中央研究員の韓国民族文化大百科辞典から再整理した。客舎・

東軒が設置されても，設置の基本目的が邑治ではなく，軍施設であっ

た「鎮管」，馬を育てる「場」，交通・通信のための「駅」は除いた。

注 13）参考文献 17)pp. 2. 
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注 14）一般的な定義においては主に参考文献 1)' 3)' 14）及び韓国民族

文化大百科辞典からまとめたものである。

注 15）朔望は陰暦の毎月 1日と 15日である。

注 16）参考文献 18) pp. 80 81。向望閥奔は月を見ながら王様がいる漢

陽を向けて行う祭礼である。

注 17）参考文献 19)pp. 2683. 

注 18）参考文献 1)pp. 48. 

注 19）漢陽での杜稜壇は 1394年，属壇は 1401年築造し，地方邑治での

築造年は明確ではないが漢陽での築造以降と考えられる。

注 20）参考文献 3)pp. 43. 

注 21）参考文献20)pp. 196-203. 

注 22）参考文献 3) pp. 50によると，場市は「施設がない一定の場所に

商人と住民が集まって物を交換する場」と定義している。 1470年と

1487年の全羅道の大飢僅があり，その後，民が自ら露店を聞いて「場

門」としたのが地方場市の初めであるとする。成宗貫録（1473年2月）

にはこの現状を中央に報告したが前例がないので禁止することにし

た。しかし， 1529年この現状を禁止する方法がないと認め，地方場

市を承認するようになったとする。

注 23）「店」は宿泊と食事を提供する店がある場所で 1970年代ごろま

では村のスーパーの役をした。 CHOI-Jaegyungは，店は公的に大路

に設置した「駅」と商人の宿泊のため造られた「院Jが統合された

ものだという。 CHOIJaegyung：朝鮮時代の院に対して，嶺南史学v.4, 

1975年，参考文献 21)pp.20，再引用。

注 24）参考文献 1)pp. 137 138. 

注 25）参考文献22)pp.2007-2008. 

注 26）参考文献23)pp.46. 

注 27）参考文献6)pp. 348. 

注 28）沈正輔：韓国の城郭・我が土地・我が文化，国立清州博物館・韓

国文化芸術振興院， 1998年。参考文献 6)pp.32，再引用。

注 29）参考文献 24)pp. 122 125. 

注 30）参考文献 3)pp. 16，参考文献 8)pp. 32. 

注 31）参考文献 25)pp. 58. 

注 32）周王朝（BC1046年～ BC771年）の官職制度と戦国時代の各国の

制度を記録した書である。そのなか，「考工記Jには都城建設に関

して「匠人管国，方九里，弄三門，国中九経九緯，経徐九軌，左祖

右社，面朝後市」と記録する。韓国では「左祖右社」の同じ意味と

して「左廟右社Jが使われている。金起徳、は「周槽」を儒教思想、体系，

風水地理説を韓国の伝統地理体系だ、とする（参考文献 1)pp. 216）。

注 33）参考文献 1)pp. 210. 

注 34）ソウノレ大学校杢章閣韓国学研究院所蔵，全義県：忠清南道邑誌

(1863年～ 1907年）の街舎図，連山県・戚平県・康津県・金溝県：

1872年地方地図，｛鬼山郡：イ鬼山郡邑誌 (1902年），軍威県：海東地

図（1750年代初），燕岐県：忠清南道邑誌からの部分図。獄の写真：

注 45）の CHOI-Sukro，再引用。活字は筆者による。図 2に位置表記。

注 35）李在燥，丙明海，寵元碩は客舎が最北端や中央に位置したとする

が，李起鳳は客舎より東軒が重要であり，東軒が景観的に最高の場

所を占め，客舎は東軒より規模だけを大きくさせたとする。李在換，

雇元碩も実質的中心は東軒であることは認めている。

注 36）参考文献 1)pp. 221，参考文献 25) pp. 34. 

注 37）参考文献 1)pp. 206. 

注 38）柳泳秀：朝鮮時代客舎建築に関する研究，高麗大学校修土学位論

文， 1989年。参考文献 1)pp.49，参考文献 3)pp. 65，再引用。

注 39）参考文献 1)pp. 227-230. 

注 40）参考文献 27) pp. 470 サランチェ（サラン軒）はお客との交流す

る男の空間，プオクはキチン，へンラン（行廊）は屋敷の門から繋

がる倉庫や小さい部屋で下僕などが使う。

注 41）参考文献28)pp. 34. 

注 42）参考文献 3)pp. 12-13,65. 

注 43）参考文献 1)pp. 210. 

注 44）丙明海：韓国大都市大郎の都市形成過程に関する研究，神戸大学

校博士論文， 1996年。参考文献 3)pp. 13，再引用。

注 45)AN-Gilchong：官街のもの語リ，典獄署内部構造図， 2000年，参

考文献 1)pp. 190，再引用。 CHOI-Sukro：写真から見る朝鮮時代，

公州牧獄写真， 1988年，参考文献 3）付録 pp.41，再引用。

注 46）李樹建：朝鮮時代地方行政史， 1989年，参考文献 1) pp. 134，再

引用。

注 47）参考文献 1)pp. 135. 

注 48）参考文献 14)pp. 220. 

注 49）参考文献 21)pp.23 24. 

注 50）参考文献9)pp. 103. 

注 51）参考文献 1)pp.211. 

注 52）参考文献 25)pp. 152. 

注 53)LEE-Sanghae：朝鮮朝初漢陽都城の風水地理的特性， ソウル学研

究所ソウル学セミナ－1資料， 1994年，参考文献 15)pp.24，再引用。
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